
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
一
号

国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令

内
閣
は
、
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
規
定
に
基
き
、
国
家
公
務
員
の
た
め
の
国
設
宿
舎
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
」
、
「
職
員
」
、
「
宿
舎
」
、
「
各
省
各
庁
」
、
「
各
省
各
庁
の
長
」
、
「
宿
舎
の
種
類
」
、
「
省
庁
別
宿
舎
」
、
「
官
署
」
、
「
合
同
宿
舎
」
、
「
設
置
計
画
」
又
は
「
宿
舎
の
廃
止
」
と
は
、
国
家
公
務

員
宿
舎
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
、
第
八
条
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
、
職
員
、
宿
舎
、
各
省
各
庁
、
各
省
各
庁
の
長
、
宿
舎
の
種
類
、
省
庁
別
宿

舎
、
官
署
、
合
同
宿
舎
、
設
置
計
画
又
は
宿
舎
の
廃
止
を
い
う
。

２
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
「
自
動
車
の
保
管
場
所
」
と
は
、
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
工
作
物
そ
の
他
の
施
設
の
う
ち
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
自
動
車
の
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
保
管
場
所
と
し
て
職
員
に
使
用
さ
せ
る
た
め
国
が
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。

（
職
員
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
者
で
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
各
省
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る
者
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
官
署
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
本
来
の
職
務
に
伴
つ
て
、
通
常
の
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
、
国
民
の
生
命
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
非
常
勤
務
に
従
事
す
る
た
め
に
当
該
官
署
の
構
内
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る

場
所
に
居
住
す
る
必
要
が
あ
る
者

イ
　
警
察
官
署

ロ
　
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所
並
び
に
入
国
者
収
容
所
及
び
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局

ハ
　
国
立
の
病
院
、
療
養
所
、
児
童
自
立
支
援
施
設
及
び
障
害
児
入
所
施
設

ニ
　
独
立
行
政
法
人
の
開
設
す
る
病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。
第
九
条
第
一
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
本
来
の
職
務
に
伴
つ
て
、
通
常
の
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
、
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
国
民
の
生
命
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
非
常
勤
務
に
従
事
す
る
た
め
に
そ
の
勤
務
す
る
官
署
に
近

接
す
る
場
所
に
居
住
す
る
必
要
が
あ
る
者

三
　
自
然
科
学
に
関
す
る
研
究
又
は
実
験
を
行
う
施
設
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
継
続
的
に
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
研
究
又
は
実
験
に
直
接
従
事
す
る
た
め
に
当
該
施
設
の
構
内
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
場
所
に
居
住
す
る
必
要
が

あ
る
者

四
　
へ
き
地
に
あ
る
官
署
に
勤
務
す
る
者

２
　
法
第
二
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
国
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
常
勤
職
員
給
与
又
は
非
常
勤
職
員
手
当
の
目
か
ら
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
専
ら
合
同
宿
舎
の
維
持
及
び
管
理
の
業
務
を
行
う
管
理
人

二
　
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
宿
舎
を
貸
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
者
と
し
て
各
省
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の

３
　
法
第
二
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公
務
員
で
あ
つ
て
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
独
立
行

政
法
人
を
所
管
す
る
各
省
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る
者
と
す
る
。

（
共
同
施
設
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
共
同
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
共
同
施
設
と
す
る
。

一
　
共
同
の
洗
た
く
場
及
び
物
干
場

二
　
共
同
物
置

三
　
簡
易
な
共
同
ご
み
処
理
場

四
　
集
会
場

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
共
同
利
用
の
た
め
必
要
な
施
設
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

第
四
条
　
削
除

（
事
務
の
委
任
）

第
五
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
若
し
く
は
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
宿
舎
の
設
置
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
各
省

各
庁
所
属
の
職
員
に
宿
舎
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
及
び
そ
の
官
職
並
び
に
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
宿
舎
の
設
置
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
及
び
そ
の
官
職
並
び
に
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲

に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
他
の
各
省
各
庁
の
長
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
省
各
庁
又
は
他
の
各
省
各
庁
に
置
か
れ
た
官
職
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
官
職
に
あ
る
者
に
当
該
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
協
議
又
は
第
二
項
の
同
意
は
、
そ
の
指
定
し
よ
う
と
す
る
官
職
及
び
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲
に
つ
い
て
あ
れ
ば
足
り
る
。

1



（
宿
舎
設
置
に
関
す
る
要
求
に
つ
い
て
の
書
類
）

第
六
条
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
宿
舎
設
置
に
関
す
る
要
求
に
つ
い
て
の
書
類
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
べ
き
宿
舎
に
係
る
書
類
と
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
べ
き
宿
舎
に
係
る
書
類
と
に

区
分
し
て
作
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
要
求
に
係
る
宿
舎
に
つ
い
て
、
宿
舎
の
種
類
別
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
宿
舎
の
構
造
、
規
格
及
び
数
量

二
　
宿
舎
の
設
置
の
場
所
及
び
方
法

三
　
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
る
べ
き
職
員
の
勤
務
す
る
官
署

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
書
類
の
う
ち
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
べ
き
宿
舎
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
前
年
度
の
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
べ
き
宿
舎
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
同
年
度
の
二
月
二
十
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
書
類
の
う
ち
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
べ
き
宿
舎
に
係
る
も
の
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
省
各
庁
に
お
け
る
宿
舎
の
現
況
及
び
不
足
数
そ
の
他

宿
舎
を
必
要
と
す
る
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
書
類
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
添
附
す
べ
き
書
類
の
様
式
及
び
作
成
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

（
設
置
計
画
）

第
七
条
　
財
務
大
臣
は
、
法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
計
画
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
合
同
宿
舎
設
置
計
画
書
及
び
各
省
各
庁
別
に
省
庁
別
宿
舎
設
置
計
画
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
合
同
宿
舎
設
置
計
画
書
に
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
設
置
す
べ
き
合
同
宿
舎
に
つ
い
て
、
宿
舎
の
種
類
別
に
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
省
庁
別
宿
舎
設
置
計
画
書
に
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
設
置
す
べ
き
省
庁
別
宿
舎
に
つ
い
て
、
宿
舎
の
種
類
別
に
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
計
画
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
条
　
法
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
計
画
の
変
更
の
要
求
は
、
当
該
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
料
宿
舎
を
貸
与
す
る
者
の
範
囲
）

第
九
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
し
て
各
省
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る
者
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
官
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
、
本
来
の
職
務
に
伴
つ
て
、
通
常
の
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
、
国
民
の
生
命
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
非
常
勤
務
に
従
事
す
る
た
め
に
当
該
官
署
の
構
内
又
は
こ
れ
に
近
接
す

る
場
所
（
ロ
、
ハ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
官
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
隣
接
す
る
場
所
）
に
居
住
す
る
必
要
が
あ
る
者

イ
　
警
察
官
署

ロ
　
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所
並
び
に
入
国
者
収
容
所
及
び
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局

ハ
　
国
立
の
病
院
、
療
養
所
、
児
童
自
立
支
援
施
設
及
び
障
害
児
入
所
施
設

ニ
　
海
上
保
安
官
署

ホ
　
自
衛
隊

ヘ
　
独
立
行
政
法
人
の
開
設
す
る
病
院

二
　
本
来
の
職
務
に
伴
つ
て
、
通
常
の
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
、
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
国
民
の
生
命
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
非
常
勤
務
に
従
事
す
る
た
め
に
そ
の
勤
務
す
る
官
署
に
近

接
す
る
場
所
に
居
住
す
る
必
要
が
あ
る
職
員

三
　
自
然
科
学
に
関
す
る
研
究
又
は
実
験
を
行
う
施
設
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
、
継
続
的
に
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
研
究
又
は
実
験
に
直
接
従
事
す
る
た
め
に
当
該
施
設
の
構
内
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
場
所
に
居
住
す
る
必
要

が
あ
る
者

四
　
へ
き
地
に
あ
る
官
署
に
勤
務
す
る
職
員

（
法
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
協
議
）

第
十
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
に
必
要
な
図
面
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
財
務
大
臣
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
宿
舎
の
所
在
地

二
　
宿
舎
の
種
類

三
　
宿
舎
の
構
造
及
び
面
積

四
　
宿
舎
の
廃
止
を
し
、
又
は
宿
舎
の
種
類
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

五
　
現
に
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
職
員
の
勤
務
す
る
官
署
並
び
に
そ
の
官
職
及
び
職
務
の
級
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
十
一
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
に
必
要
な
図
面
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
財
務
大
臣

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
そ
の
維
持
及
び
管
理
を
行
う
省
庁
別
宿
舎
を
他
の
各
省
各
庁
の
長
が
維
持
及
び
管
理
を
行
う
省
庁
別
宿
舎
と
し
よ
う
と
す
る
理
由
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（
有
料
宿
舎
を
貸
与
す
る
者
の
選
定
）

第
十
二
条
　
省
庁
別
宿
舎
で
あ
る
有
料
宿
舎
を
貸
与
す
る
者
の
選
定
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
順
序
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
各
省
各
庁
に
お
い
て
内
部
部
局
の
部
長
以
上
の
職
に
あ
る
職
員
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
（
公
邸
又
は
無
料
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
各
省
各
庁
に
お
い
て
内
部
部
局
の
課
長
以
上
の
職
に
あ
る
職
員
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

三
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
給
与
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
三
級
以
上
の
職
務
の
級
に
属
す
る
職
員
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
（
前
二
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

四
　
犯
罪
の
捜
査
、
国
税
の
賦
課
徴
収
そ
の
他
公
権
力
を
行
使
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
前
三
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
に
あ
る
職
員
が
二
人
以
上
存
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
職
務
の
性
質
、
住
居
の
困
窮
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
そ
の
最
も
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
当
該
宿
舎
を
貸
与
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
合
同
宿
舎
で
あ
る
有
料
宿
舎
を
貸
与
す
る
者
の
選
定
は
、
各
省
各
庁
に
お
け
る
宿
舎
の
充
足
状
況
を
考
慮
し
、
か
つ
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
定
の
方
法
に
準
拠
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
料
宿
舎
の
使
用
料
の
算
定
方
法
）

第
十
三
条
　
有
料
宿
舎
の
使
用
料
（
自
動
車
の
保
管
場
所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
基
準
使
用
料
の
額
（
延
べ
面
積
（
当
該
宿
舎
の
う
ち
家
屋
又
は
家
屋
の
部
分
の
延
べ
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
及
び
有
料
宿
舎
の
所
在
地
の
区
分
（
別
表
で
定
め
る
有
料
宿
舎
の
所
在
地
の
区
分
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
た
次
の
表
に
掲
げ
る
額
を
い
い
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
加
え
た

と
き
は
、
そ
の
調
整
後
の
額
と
す
る
。
）
に
当
該
宿
舎
の
延
べ
面
積
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
加
え
た
と
き
は
、
そ
の
調
整
後
の
面
積
と
し
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
面
積
と

す
る
。
）
を
乗
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

延
べ
面
積

有
料
宿
舎
の
所
在
地
の
区
分

一
級
地

二
級
地

三
級
地

四
級
地

そ
の
他
の
地
域

五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

六
百
九
十
六
円

四
百
九
十
八
円

四
百
四
十
七
円

四
百
十
四
円

三
百
九
十
二
円

五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

七
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

八
百
七
十
円

六
百
二
十
二
円

五
百
五
十
九
円

五
百
十
八
円

四
百
九
十
円

七
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
三
百
五
円

八
百
九
円

六
百
七
十
一
円

六
百
二
十
二
円

五
百
八
十
八
円

八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
五
百
六
十
六
円

九
百
九
十
五
円

八
百
三
十
九
円

七
百
七
十
七
円

七
百
三
十
五
円

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
八
百
二
十
七
円

千
二
百
十
三
円

千
六
円

九
百
三
十
二
円

八
百
八
十
二
円

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宿
舎
が
建
築
後
相
当
の
年
数
を
経
過
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
立
地
条
件
、
構
造
又
は
施
設
が
著
し
く
他
と
異
な
る
と
き
、
そ
の
家
屋
又
は
家
屋
の
部
分
に
公
用
に
供
す
る
部
分
が
あ
る
と
き
、
そ
の

土
地
又
は
家
屋
若
し
く
は
家
屋
の
部
分
の
延
べ
面
積
が
著
し
く
大
き
い
と
き
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
基
準
使
用
料
の
額
又
は

当
該
宿
舎
の
延
べ
面
積
に
調
整
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
　
有
料
宿
舎
の
使
用
料
（
自
動
車
の
保
管
場
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
基
準
使
用
料
の
額
（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
区
分
及
び
有
料
宿
舎
の
所
在
地
の
区
分
に
応
じ
た
次
の
表
に
掲
げ
る
額

を
い
い
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
加
え
た
と
き
は
、
そ
の
調
整
後
の
額
と
す
る
。
）
に
自
動
車
一
台
当
た
り
の
駐
車
面
積
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
面
積
を
乗
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

自
動
車
の
保
管
場
所

有
料
宿
舎
の
所
在
地
の
区
分

一
級
地

二
級
地

三
級
地

四
級
地

そ
の
他
の
地
域

自
動
車
の
保
管
場
所
の
敷
地
の
地
面
に
一
定
の
区
画
を
限
つ
て
設
置
す
る
も
の

千
二
百
三
十
四
円

五
百
二
十
六
円

三
百
九
十
九
円
三
百
十
六
円

二
百
六
十
二
円

地
下
に
設
置
す
る
も
の
又
は
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
一
部
に
設
置
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
地
下
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）

二
千
五
十
円

千
三
百
四
十
二
円

千
二
百
十
五
円
千
百
三
十
二
円
千
七
十
八
円

専
ら
自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
で
複
数
の
階
に
設
置
す
る
も
の
（
地
下
駐
車
場
等
を
除
く
。
）

千
三
百
九
十
四
円

六
百
八
十
五
円

五
百
五
十
八
円
四
百
七
十
五
円
四
百
二
十
一
円

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
の
保
管
場
所
に
つ
き
、
そ
の
立
地
条
件
、
施
設
の
差
異
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
基
準
使
用

料
の
額
に
調
整
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
に
貸
与
す
る
有
料
宿
舎
の
使
用
料
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
。

（
宿
舎
を
明
け
渡
さ
な
い
場
合
に
支
払
う
べ
き
損
害
賠
償
金
）

第
十
六
条
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
金
の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
明
渡
期
日
の
翌
日
か
ら
明
け
渡
し
た
日
ま
で
の
期
間
に
応
ず
る
当
該
宿
舎
の
使
用
料
の
額
（
当
該
宿
舎
が
公
邸
又
は
無
料
宿
舎
で
あ
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
を
有
料
宿
舎
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
使
用
料
に
相
当
す
る
額
）
の
三
倍
（
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
、
公
庫
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
に
使
用
さ
れ
る
た
め

退
職
し
た
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
そ
の
額
を
軽
減
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
め
る
期
間
に
限
り
、
一
・
一
倍
）
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
三
月
二
六
日
政
令
第
六
四
号
）
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こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
二
九
日
政
令
第
三
四
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
三
月
二
八
日
政
令
第
三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
三
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
国
家
公
務
員
宿
舎
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
無
料
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
で
、
改
正
後
の
第
九
条
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後

引
き
続
き
当
該
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
間
（
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
宿
舎
を
明
け
渡
す
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
明
け
渡
す
べ
き
日
ま
で
の
間
と
し
、
二
年
を
こ
え
る
と
き
は
、
二
年
間
と
す
る
。
）
、

同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
日
政
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
月
二
八
日
政
令
第
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
月
二
八
日
政
令
第
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
七
日
政
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
政
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
四
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
（
第
四
十
二
条
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

一
か
ら
七
ま
で
　
略

八
　
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
八
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
一
五
日
政
令
第
四
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
六
日
政
令
第
二
八
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
一
五
日
政
令
第
一
八
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
有
料
宿
舎
の
使
用
料
」
の
下
に
「
（
自
動
車
の
保
管
場
所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を

加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
三
項
を
削
る
改
正
規
定
、
第
十
四
条
の
改
正
規
定
（
「
前
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
及
び
第
十
三
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定

は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
五
日
政
令
第
二
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
七
二
号
）
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こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
政
令
第
三
九
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
一
四
日
政
令
第
三
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
四
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
三
八
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
三
八
三
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
一
八
日
政
令
第
二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
有
料
宿
舎
の
使
用
料
（
自
動
車
の
保
管
場
所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公

務
員
宿
舎
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
六
年
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
有
料
宿
舎
の
使
用
料
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
六
年
改
正
後
の
使
用
料
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
平
成
十
六
年
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
有
料
宿
舎
の
使
用
料
を
超
え
る
場
合
に
は
、
平
成
十
六
年
新
令
第
十
三
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
平
成
十
六
年
改
正
後
の
使
用
料
か
ら
当
該
超
え
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
有
料
宿
舎
の
使
用
料
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
四
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
有
料
宿
舎
の
使
用
料

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
後
の
使
用
料
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
六
年
旧
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
有
料
宿
舎
の
使
用
料
を
超
え
る
場
合
に
は
、
平
成
十
八
年
新
令
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
十
八
年
改
正
後
の
使
用
料
か
ら
当
該
超
え
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
政
令
第
二
〇
三
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
施
行
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
政
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
五
日
政
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
三
日
政
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
一
三
日
政
令
第
二
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
二
日
政
令
第
一
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
三
一
日
政
令
第
一
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
政
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
七
日
政
令
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
十
三
条
関
係
）

有
料
宿

舎
の
所

在
地
の

区
分

地
域

一
級
地

東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域

二
級
地

埼
玉
県
の
う
ち
さ
い
た
ま
市
　
千
葉
県
の
う
ち
千
葉
市
　
東
京
都
の
う
ち
八
王
子
市
、
立
川
市
、
武
蔵
野
市
、
三
鷹
市
、
府
中
市
、
調
布
市
、
町
田
市
、
小
金
井
市
、
国
分
寺
市
、
国
立
市
、
狛
江
市
、
多
摩
市
、
稲
城
市
及
び

西
東
京
市
　
神
奈
川
県
の
う
ち
横
浜
市
、
川
崎
市
、
横
須
賀
市
、
鎌
倉
市
及
び
三
浦
郡
葉
山
町
　
愛
知
県
の
う
ち
名
古
屋
市
　
京
都
府
の
う
ち
京
都
市
　
大
阪
府
の
う
ち
大
阪
市
、
堺
市
、
岸
和
田
市
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
吹

田
市
、
泉
大
津
市
、
高
槻
市
、
貝
塚
市
、
守
口
市
、
枚
方
市
、
茨
木
市
、
八
尾
市
、
泉
佐
野
市
、
富
田
林
市
、
寝
屋
川
市
、
和
泉
市
、
箕
面
市
、
高
石
市
及
び
東
大
阪
市
　
兵
庫
県
の
う
ち
神
戸
市
、
尼
崎
市
、
西
宮
市
、
芦
屋

市
、
伊
丹
市
及
び
宝
塚
市
　
福
岡
県
の
う
ち
福
岡
市

三
級
地

北
海
道
の
う
ち
札
幌
市
　
宮
城
県
の
う
ち
仙
台
市
　
茨
城
県
の
う
ち
つ
く
ば
市
　
埼
玉
県
の
う
ち
川
越
市
、
川
口
市
、
所
沢
市
、
狭
山
市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
戸
田
市
、
朝
霞
市
、
志
木
市
及
び
和
光
市
　
千
葉
県
の
う
ち
市

川
市
、
船
橋
市
、
松
戸
市
、
習
志
野
市
、
柏
市
、
八
千
代
市
、
浦
安
市
及
び
四
街
道
市
　
東
京
都
の
う
ち
青
梅
市
、
昭
島
市
、
小
平
市
、
日
野
市
、
東
村
山
市
、
福
生
市
、
清
瀬
市
、
武
蔵
村
山
市
及
び
あ
き
る
野
市
　
神
奈
川

県
の
う
ち
相
模
原
市
、
平
塚
市
、
藤
沢
市
、
小
田
原
市
、
茅
ヶ
崎
市
、
三
浦
市
、
厚
木
市
、
大
和
市
及
び
海
老
名
市
　
静
岡
県
の
う
ち
静
岡
市
　
愛
知
県
の
う
ち
岡
崎
市
　
滋
賀
県
の
う
ち
大
津
市
　
京
都
府
の
う
ち
宇
治
市
及

び
向
日
市
　
大
阪
府
の
う
ち
柏
原
市
、
羽
曳
野
市
及
び
門
真
市
　
兵
庫
県
の
う
ち
姫
路
市
　
奈
良
県
の
う
ち
奈
良
市
、
大
和
郡
山
市
及
び
生
駒
市
　
和
歌
山
県
の
う
ち
和
歌
山
市
　
岡
山
県
の
う
ち
岡
山
市
　
広
島
県
の
う
ち
広

島
市
　
福
岡
県
の
う
ち
北
九
州
市
　
長
崎
県
の
う
ち
長
崎
市

四
級
地

北
海
道
の
う
ち
旭
川
市
　
青
森
県
の
う
ち
青
森
市
　
岩
手
県
の
う
ち
盛
岡
市
　
秋
田
県
の
う
ち
秋
田
市
　
山
形
県
の
う
ち
山
形
市
　
福
島
県
の
う
ち
福
島
市
、
郡
山
市
及
び
い
わ
き
市
　
茨
城
県
の
う
ち
水
戸
市
　
栃
木
県
の
う

ち
宇
都
宮
市
　
群
馬
県
の
う
ち
前
橋
市
及
び
高
崎
市
　
新
潟
県
の
う
ち
新
潟
市
　
富
山
県
の
う
ち
富
山
市
　
石
川
県
の
う
ち
金
沢
市
　
福
井
県
の
う
ち
福
井
市
　
山
梨
県
の
う
ち
甲
府
市
　
長
野
県
の
う
ち
長
野
市
　
岐
阜
県
の

う
ち
岐
阜
市
　
静
岡
県
の
う
ち
浜
松
市
　
愛
知
県
の
う
ち
豊
橋
市
、
一
宮
市
、
春
日
井
市
及
び
豊
田
市
　
三
重
県
の
う
ち
津
市
及
び
四
日
市
市
　
鳥
取
県
の
う
ち
鳥
取
市
　
島
根
県
の
う
ち
松
江
市
　
岡
山
県
の
う
ち
倉
敷
市
　

広
島
県
の
う
ち
福
山
市
　
山
口
県
の
う
ち
山
口
市
　
徳
島
県
の
う
ち
徳
島
市
　
香
川
県
の
う
ち
高
松
市
　
愛
媛
県
の
う
ち
松
山
市
　
高
知
県
の
う
ち
高
知
市
　
福
岡
県
の
う
ち
久
留
米
市
　
佐
賀
県
の
う
ち
佐
賀
市
　
熊
本
県
の

う
ち
熊
本
市
　
大
分
県
の
う
ち
大
分
市
　
宮
崎
県
の
う
ち
宮
崎
市
　
鹿
児
島
県
の
う
ち
鹿
児
島
市
　
沖
縄
県
の
う
ち
那
覇
市

そ
の
他

の
地
域

一
級
地
か
ら
四
級
地
ま
で
以
外
の
地
域
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